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進路のてびき 

次回発行まで数年間、 

大切に使用してネ！ 

学校のホームページにも

載せてるよ☆ 

平成 31年 2月発行 

大阪府立佐野支援学校 

進路職業部 
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はじめに 

保護者のみなさまにとって、お子様の卒業後の進路は、最大の関心事であることでしょう。しか

し、それらを考えるにあたっては、関係する機関も増え、難しい用語も多いため、「誰に 何を聞け

ばよいかわからない」とお思いの方も多いでしょう。この冊子では、必要な情報を保護者にわかり

やすくお伝えすることを目的に、佐野支援学校での進路に関する取り組みや地域で利用できる障

がい福祉サービスなどをまとめました。是非、ご活用ください。 

児童生徒本人たちは、佐野支援学校での 3 年間、6 年間、12 年間の中で必ず成長していきま

す。家庭と学校が協力しながら、本人の自立の可能性をできるだけ伸ばしてまいります。 

長年の現場実習の取り組みにより、地域社会の方々の理解も確実に深まってきました。本校教

員が三十数年前に実習先開拓に出向いた時には、なかなか話も聞いてくれなかったと聞きますが、

近年では温かい理解を示す企業も増え、求人依頼につながっています。地域の作業所につきまし

ても本校卒業生の保護者が自ら始めたものが、今では数も増え、規模も大きくなり、選択の幅が

広がっています。 

卒業後、希望する進路に進めるよう、佐野支援学校では高等部 1年の段階から現場実習があり、

学校生活とは異なる環境で働く（日中を過ごす）体験を積んでいきます。実習説明会や懇談会な

どの来校や、進路先見学会等への参加、実習中の送迎等、ご家族の協力が不可欠です。子ども

たちの進路実現に向けて、一緒に考え、一緒に支援していきましょう。 

平成 25 年より、「障害者自立支援法」に変わり、「障害者の日常生活及び社会生活を総合的に

支援するための法律」（障害者総合支援法）が施行されました。また平成 28年には「障害を理由と

する差別の解消の推進に関する法律」（障害者差別解消法）が 4 月に施行されました。いろいろと

制度が変わっていますので、学校でも情報の収集や伝達を工夫してまいります。小学部・中学部

の児童生徒のみなさんも活用できるよう、地域の相談機関も冊子の中で紹介していますので、ど

うぞお読みくださいますようお願いします。 
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１ 佐野支援学校の進路指導について 

（１）進路指導スケジュール（ 高等部 ） 

 全 校 高 １ 高 ２ 高 ３ 

４月 子育て学習会① 

 

  進路懇談会（生徒・保護者）〈個別〉 

５月  進路説明会 

 

 

 

第１回福祉懇談会（生徒・保護者 

・福祉担当者等）〈全体・地域別〉 

 

６月 子育て学習会② 

 

 

 

 

現場実習説明会 

 

 

現場実習説明会 

現場実習 

 
 
 

大
阪
府
障
が
い
者
自
立
相
談
支
援
セ
ン
タ
ー
の
進
路
相
談 

７月  プレ実習（校内） 

２日間 

現場実習 職安懇談会（生徒・保護者・職

安職員） 

〈企業就労希望者 個別〉 

 

８月 夏休み中の３日間 

中３～高２障がい福祉サービス事業所見学会 

（生徒・保護者） 

 

求職申込書提出 

（泉佐野公共職業安定所へ） 

９月 子育て学習会③ 現場実習説明会 現場実習説明会 現場実習説明会 

 

１０月  現場実習 現場実習 現場実習 

第２回福祉懇談会（生徒・保護

者・福祉担当者）〈個別〉 

 

１１月  実習感想文 

（保護者） 

進路希望調査 

（生徒・保護者） 

 

進路希望調査 

（生徒・保護者） 

 

１２月 PTA進路先 

見学会 

  
職安
しょくあん、

、就
しゅう

・
ぽつ

学習会
がくしゅうかい

（生徒・職安職員・

障害者就業・生活支援センター職員） 

履歴書作成  

 

１月     

 

２月 子育て学習会④    

 

３月    高等部卒業式 
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（２）進路が決定するまでの流れについて 

☆高等部１・２年生 

学校生活や家庭生活の全てを通して、社会で暮らすための生活力を育てていくことが大切です。 

学校で主催する子育て学習会や進路先見学会、説明会等に参加して、保護者のみなさんも高等部卒業後や進

路についての理解を深めておくことが大切です。（進路指導スケジュール p.3を参照してください。） 

☆高等部３年生 〈進路決定までの流れ〉  

４月 進路懇談会  卒業後の日中活動の場 [障がい福祉サービス事業所（＝作業所）、企業、その他（大阪障害者職業 

能力開発校等）]の方向性を決定します。 

↓  ↓  ↓ 

障がい福祉サービス事業所（作業所）希望  企業就労希望  その他希望 

５月 第１回福祉懇談会 

地域の福祉担当者から卒業後の作業所やグループホーム等の障がい福祉サービス利用についての説明を受けま

す。１８歳から療育手帳の更新等で利用することになる「障がい者自立相談支援センター」からの話があります。 

↓  ↓  ↓ 

６月 現場実習 

進路先として考える障がい福祉サービス事

業所（作業所）を３ヶ所に絞っていただき、6

月と 10月の実習期間に実習を行います。 

 現場実習 

企業就労希望の人は、６月が本人・企業

のマッチングを確かめる実習、１０月は採

用試験を兼ねた実習です。 

 現場実習 

状況に応じて企業体

験実習等を行いま

す。 

↓  ↓   

７月 期末懇談会 

誕生月に・・・作業所で、生活介護のサービスを

利用希望の人は、障害支援区分の認定を受けま

す。 （p.１２参照） 

 ７月 職業安定所懇談会・期末懇談会 

企業就労に対しての本人の様子や課

題を伝え、理解と協力を得ます。 

求職申込書の説明があります。 

８月 求職申込書提出（泉佐野職安へ） 

 ７月 期末懇談会・他 

状況に応じて関係機

関との懇談会を行い

ます。 

↓  ↓   

１０月 現場実習 

↓  ↓   

１０月 第２回福祉懇談会 

＊障がい福祉サービス利用希望の人は実習の結果を持って、希望する事業所の順位を伝えます。福祉懇談後、学校（進路担

当）から事業所に希望者の利用希望を伝えます。 

＊企業就労の人は実習の結果をふまえ、今後の進路について理解を得ます。 

↓  ↓   

１２月（～２月）  

相談支援事業所の面談を経て「サービ

ス等利用計画案の作成」をしていただ

きます。 

 １２月 職安就・学習会（本人・支援機関） 

支援機関の職員より、企業就労までの

手続きや卒業後の利用方法を学びま

す。 

↓  ↓   

２月（～３月）  

受給者証発行手続き（福祉課へ） 

 作業所との契約（作業所へ） 

進路先への引き継ぎ 

 １月 ・重度判定(必要に応じて) 

・企業からの求人票の受け取り 

・履歴書作成 

２月 企業との面接・就労打ち合わせ 

 

↓  ↓   

進路先決定    ３月 卒業式 

＊必要に応じて個別に相談、懇談を行います。 
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（３）高等部での現場実習について 

 

〈現場実習のねらい〉 

現場実習は、学校教育と実社会との総合的なやりとりの中で、社会的経験をより豊かにし、卒業後の社会生活

へ円滑に適応していくための基本的な力を習得させることをねらいとしています。 

 

・実習先の雰囲気を体験し、働くことに対する意欲と自信を高めます。 

・実習先での規則を守り、社会生活に必要な態度・習慣を身につけます。 

・実習先に対して、生徒の特性・能力を十分に理解してもらいます。 

・生徒の適性や課題の発見の場として活かします。 

・本人の生き方について、家族の理解と協力が得られる機会とします。 

 

〈現場実習の形態〉 

学年 実施回数 実施月 実習目標 

高等部１年 

[体験実習] 

１週間を１回 

（土日を除く） 

１０月 働くということを体験

する。 

高等部２年 

[体験実習] 

１週間を２回 

（１０月は１週間か２週間を選択） 

７月・１０月 働く意欲を育てる。 

高等部３年 

[採用にむけての実習] 

２週間を２回＋随時 

＊作業所は進路先として考えられる候補

を 3 ヵ所に絞って実習。 

６月・１０月 卒業後の進路を決

定していく。 

 

☆実習の形態について 

高等部１・２年生では、企業実習に取り組み就労体験を重ねていきます。個々の生徒の様子と課題に応じて「生

徒単独での実習」「生徒同士ペアの実習」「教員付添での実習」に分かれて取り組んでいます。 

教員付添での企業実習には、作業所の模擬体験という意味合いも含まれています。 

 

〈現場実習の経過〉 

本人  現場実習事前学習  

 

現場実習  現場実習事後学習 

 実習先を把握し、自

分の課題を確認しま

す。 

 実習日誌の記入。毎

日の振り返りを自分・保

護者でします。 

 実習先で学んだこと

や課題の達成度を授業

で発表します。 

お世話になった実習

先にお礼状を送ります。 

 

保護者  現場実習説明会 

 

 現場実習での支援  現場実習後 

  実習先を把握し、本

人の課題を確認しま

す。 

 

 

    

実習先へのあいさつ（初

日、最終日）をお願いしま

す。 

本人の体調管理や励

ましをお願いします。 

 実習の振り返りを家

庭で行い、課題の達成

具合や次の実習に向け

て取り組むことなどを確

認してください。 

 

実習が始ま

るまでに、実

習先までの

通勤経路を

本人・保護者

一緒に確認

してください。 

 

＊高等部 1年生の保護者の方には、現場実習後の感想文へのご協力をお願いしています。 
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（４）コースの紹介（高等部 2年～） 

はじめに 

大阪府立の知的障がい支援学校において、「大阪の教育力向上プラン」に示されている通り、障がいのある生

徒の就労支援の一環として、平成２５年までに職業コースの設置が進められてきました。 

 佐野支援学校では平成２３年度より、職業コースが設置されています。 

 

Ⅰ類（通常コース）とⅡ類（職業コース）の概要 

コースに分かれる

時期 

高等部１年生は生徒の実態把握の期間とし、 

高等部２年生からⅠ類（通常コース）Ⅱ類（職業コース）に分かれます。 

HRの形態 コース別ではなく、混合クラスとしています。 

コースの重点目標 
 

Ⅰ類 

社会参加をめざして基礎的な生活

力と豊かな社会性を養い、働く力

を育てます。 

Ⅱ類 

就労を通じた社会参加と自立をめ

ざします。 

 

コースの特徴 

授業 

平成２６年度から社会生活の授業を高 2、高 3全員が履修となりました。 

コースによって時間数が変わります。  

社会生活：卒業後の充実した社会生活へ円滑に適応していくため、一人ひとりの社

会的・職業的自立に向け、必要な基盤となる知識・技能・態度を養成す

る授業です。 

Ⅰ類 

社会生活：基本 2時間／週 

（ふれあいタイム週は 0時間） 

 

Ⅱ類 

社会生活：基本 4時間／週 

（ふれあいタイム週は 2時間／週） 

 

コース決定 高等部１年生は生徒の実態把握の期間とし、高等部２年生からⅠ類（通常コース） 

Ⅱ類（職業コース）に分かれます。 

 

本人・保護者のニーズを確認、相談しながら総合的に判断、決定していきます。 

不明な点は、担任、進路担当へご質問、ご相談ください。 

Ⅱ類（職業コース）のみが就労を通じた自立をめざすのではなく、コースによって進路

先が限定されないよう、柔軟に取り組んでいます。 
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（５）進路指導に関わる懇談会の紹介（進路懇談会、福祉懇談会、職安懇談会等） 

 

〈本人保護者の進路懇談〉 

学年 進路懇談の種類、時期 

高等部 1年 ・入学後の家庭訪問（４月） 

・進路説明会（５月） 

・現場実習説明会（９月）       ・進路希望調査（１１月） 

 

高等部２年 ・現場実習説明会（６月、９月）    ・進路希望調査（１１月） 

 

高等部３年 ・進路懇談会（４月） 

・障がい者自立相談支援センターの進路相談の紹介（５月） 

・福祉懇談会（５月、１０月） 

・職安懇談会（７月）          ・職安、就
しゅう

・
ぽつ

学習会（１２月） 

・現場実習説明会（６月、９月 + 随時） 

・その他ケースに応じて相談 

 

 

〈懇談会の説明〉 

 

 

 

現場実習先の説明、通勤経路、実習先での注意事項、現場実習での本人の課題

等について確認します。          

（高等部各学年 現場実習前） 

 

 

 

佐野支援学校の高等部３年間の進路学習の流れや現場実習について 

説明します。 ２年生からのコース（Ⅰ類、Ⅱ類）について説明します。                             

（高等部１年 ５月） 

 

 

 

 

卒業後の進路について、三者（生徒、保護者、本校職員）で企業就労や障がい福

祉サービス利用希望などを聞き、卒業までの取り組みについて話し合います。          

（高等部３年 ４月） 

 

 

 

 

卒業後の進路について、四者（生徒、保護者、本校職員、居住地市町の障害福祉

担当課職員）で企業就労後の支援や障がい福祉サービス利用の希望、グループ

ホーム等利用の説明や希望の聞きとりを行います。福祉事業所利用状況の説明

をふまえて、卒業後の進路について話し合い、理解と協力を得ます。 

（第１回＝高等部３年 ５月、 第２回＝１０月） 

 

 

 

 

＝泉佐野公共職業安定所との懇談会 

卒業後の進路について、四者（生徒、保護者、本校職員、泉佐野公共職業安定所

職員）で企業就労に対しての本人の様子や課題等について話し合い、卒業後の進

路についての理解と協力をえます。  

（高等部３年 ７月） 

 社会生活の授業の中で生徒向けの学習会を行います。四者（生徒、本校職員、泉

佐野公共職業安定所職員、障害者就業・生活支援センター職員）で企業就労まで

の手続きや企業就労後の支援について学習します。             

（高等部３年 １２月） 

現場
げ ん ば

実習
じっしゅう

説明会
せつめいかい

 

 

進路
し ん ろ

説明会
せつめいかい

 

 

進路
し ん ろ

懇談会
こんだんかい

 

 

福祉
ふ く し

懇談会
こんだんかい

 

 

職安
しょくあん

懇談会
こんだんかい

 

 

職安
しょくあん

、就
しゅう

・
ぽつ

学習会
がくしゅうかい

 

 



- 11 - 

 

中学部 3年生および高等部 1・2年生の生徒、保護者を対象とした作業所見学会を毎年 8月に設定して

います。 

見学地域の事業所 見学申込方法 申込時期 

自由に見学できるよう 3日間設定し

ています。最大 6 ヶ所見学できま

す。 

 

学校一括申込 

 

5月下旬頃、学校から案内プリントを保護

者に配付します。 

 ＊新しく開所した作業所もありますので、学校からの情報提供を有効に活用してください。 

 

子育て学習会は、子どもの自立に向けて保護者が学び話し、理解を深めあう 

場です。講演や座談会の内容も充実しており、とても参考になる場であると思い 

ます。 

時期 子育て学習会の内容 

4月 「前年度卒業生の進路状況」紹介と「障がい福祉サービスの利用と現状」説明 

6月 保護者のニーズに合わせてテーマを決定します。 

10月 保護者のニーズに合わせてテーマを決定します。 

2月 「卒業を間近に迎えて、今までの子育てを振り返る」 

                    講師：高等部 3年保護者 

 

毎年１２月中旬に、PTA主催の進路見学会を実施しています。企業、障がい福祉サービス事業所（作業

所）等、様々なところで活躍している卒業生の様子を見学し、将来の目標を見据えて「今、我が子にはど

のような支援が必要なのか」を考えていく場です。 

▼学校の他に、高等部卒業後の進路のことで相談できるところは？ 

名称 住所 電話番号 

大阪府障がい者自立相談支援センター 

知的障がい者支援課 

大阪市住吉区大領 3-2-36 

障がい者医療・リハビリテーションセンター内 

06－6692－5263 

 

居住地市町の障害福祉担当課 一覧表参照（P17） 

 

 

（６）障がい福祉サービス事業所見学会の紹介（＝作業所見学会） 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

（７）子育て学習会の紹介 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

（８）ＰＴＡ進路先見学会の紹介 

 

 

 

 

 

 

 

（９）進路相談に関する相談機関の紹介 
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２ 就労支援サービスの紹介 

（１）就労支援について相談できる機関の紹介 
名称 住所 電話番号 

泉佐野公共職業安定所 

（ハローワーク泉佐野） 

泉佐野市上町 2-1-20 ０７２－４６３－０５６５ 

岸和田公共職業安定所 

（ハローワーク岸和田） 

岸和田市作才町 1264 ０７２－４３１－５５４１ 

概要 

求職者には就職（転職）についての相談・指導、適性や希望にあった職場への職業紹介、雇用保険の受

給手続きを、雇用主には雇用保険、雇用に関する国の助成金、補助金の申請窓口業務や求人の受理など

のサービスを提供するところです。また、障がい者の就職を促進するための職場適応訓練制度など各種の

施策も行っています。 

本校の管轄は「ハローワーク泉佐野」となります。卒業後は居住地にあるハローワークが管轄となります。 

主な業務内容 

○障害者求人の紹介 

○職場適応訓練等職業訓練の斡旋 

  就職困難な者を雇い入れるに当たり、実際の作業環境でその作業になれるための適応訓練を行い、雇 

用促進を図ります。 

○トライアル雇用の斡旋 

  障害者雇用経験の少ない事業主に対し、障害者を最長3ヶ月間トライアル雇用として雇い入れることによ 

り、障害者の就業についての理解を深め、雇用の場の拡大を図るとともに、トライアル後の本人の正規雇 

用を目的とする事業です。 

○特定求職者雇用開発助成 

  障害者、高齢者等就職が困難な求職者を安定所等の紹介により雇い入れる事業主に対し、最長 2年、 

賃金の一部を助成することにより、障害者等の雇用を促進する制度です。 

 

名称 住所 電話番号 

大阪障害者職業センター 大阪市中央区太郎町 2-4-11 

クラボウアネックスビル 4階 
０６－６２６１－７００５ 

大阪障害者職業センター 

南大阪支所 

堺市北区長曽根町 130-23 

堺商工会議所会館 5階 
０７２－２５８－７１３７ 

概要 

ハローワークをはじめとする関係機関と密接に連携し、障がい者の就職の相談、支援、事業主に対する障

害者雇用の相談・支援を行う専門機関です。 

主な業務内容 

○職業評価 

就職の希望などを把握した上で、職業能力等を評価し、それらを基に就職して職場に適応するために

必要な支援内容・方法等を含む個人の状況に応じた支援計画（職業リハビリテーション計画）を策定す

るものです。 

○ジョブコーチ支援 

   職場適応援助者（ジョブコーチ）が直接職場に出向いて、障がい者および事業主双方に職場適応に向 

けた具体的な支援を行います。 

○知的障害者判定・重度知的障害者判定 

   障害者雇用率制度、障害者雇用納付金制度などの雇用対策上の「知的障害者」「重度知的障害者」に 

関する判定を行います。 
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名称 住所 電話番号 

泉州中 

障害者就業・生活支援センター 

貝塚市堤 371-1 

  タケモトビル 4Ｆ-A室 
０７２－４２２－３３２２ 

泉州南 

障害者就業・生活支援センター 

泉佐野市下瓦屋 222-1 

北部市民センター内 
０７２－４６３－７８６７ 

概要 

障がい者の仕事やくらしの困りごと、企業における障害者雇用に関する相談などをうけるところです。府が

指定した社会福祉法人等が、国の委託を受けて運営しています。 

主な業務内容 

○就職に関する相談・助言 

   就職に向けた基礎訓練・職業準備訓練等の紹介をします。 

   トライアル雇用などの支援事業の活用をします。 

○職場開拓（ハローワークと協力し、その人にあった職場を探します。） 

○就職活動支援（ハローワーク同行、面接同行が可能です。） 

○定着支援（会社と本人との調整、ジョブコーチ支援の派遣により定着を支援します。） 

○日常生活、地域生活に関する相談、助言 

  生活習慣形成のための支援機関、場所の紹介や調整 

  住居、金銭管理、年金など生活統計に関する助言 

  余暇活動の提供 

○関係機関との連絡調整 

 

 用語の説明 

＊ジョブコーチとは 

  障がい者の雇用促進をめざしたサービスの中に、援助付き雇用というサービスがあります。援助付きという

のがジョブコーチのこと。障がい者が雇用された企業で職場に定着するまでを支援してくれます。本人の様子

に応じて、徐々に支援を減らし、本人が独り立ちしていけるように支援してくれます。利用は、高等部卒業後か

らです。 

 

＊重度判定とは 

  企業が障がい者を雇用するときに活用できる制度として各種助成金制度があります。また、障がい者雇用に

ついて法律で定められた雇用定数が有り、それを達成していく方法として、重度の方の雇用について1人採用

で 2 人と数えるダブルカウントがあります。企業が障がい者を雇用するにあたり、本人が職業的に重度である

かどうかを判定するものです。 

   療育手帳 Aの人………………………「重度」 

   療育手帳 B1あるいは B2の人………判定を受けて「重度」「重度以外」となる 

   

 

（２）障害者職業能力開発校について 

職業に必要な知識や態度を身につけ、職業的自立をめざす障がい者のために、各種の職業訓練を行って

います。期間は 1年間または 6 ヶ月間です。職業訓練の詳細については、大阪府のホームページでも紹介し

ています。 
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３ 障がい福祉サービスの紹介 

（１）療育手帳の申請や更新はどのようにするのでしょう？ 

〈療育手帳の交付〉 

対象者 子ども家庭センター（18歳未満） または 障がい者自立相談支援センター 

（18歳以上）で知的障がいと判定された人 

内 容 

 知的障がいと判定された方に交付されます。手帳には、障がいの程度によってＡ（重

度）､Ｂ１(中度）､Ｂ２（軽度）の区分があります。手帳を取得することにより、障がいの程

度に応じたサービスを利用できるようになります。 

申 請 

手 続 

 居住地の福祉事務所又は町村障がい福祉担当課で相談し、申請に必要な交付申請

書を受け取り、必要事項を記入の上、写真を添えて手続きしてください。 

再判定 
 療育手帳交付の際に、次回の判定時期が指定されますので、その時期までに再判定

を受ける必要があります。（更新申請） 

居住地・ 

氏名変更 

 転居された場合、新しい居住地の福祉事務所又は町村障がい福祉担当課に「療育手

帳記載事項変更届出書」を提出してください。氏名を変更された場合も、上記「届出書」

を居住地の福祉事務所又は町村障がい福祉担当課に提出してください。 

再交付 
 紛失又は破損したときは、写真を添えて居住地の福祉事務所又は町村障がい福祉

担当課に再交付の申請をしてください。 

返 還 

 手帳の交付を受けた人が死亡された場合、または対象事項に該当しなくなった場合

には、手帳を知事に返還しなければなりません。その際には、「療育手帳返還届出書」

を提出してください。 

その他  手帳は、他人に譲渡したり、貸与したりすることはできません。 

                                              H３０ 大阪府 福祉のてびきより 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

療育手帳の提示によって下記のサービスを受けることができます。 

対象者や金額の詳細は居住地の福祉事務所又は町村障がい福祉担当課へお尋ねください。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

申請 

・居住地の福祉事務

所又は町村障がい

福祉担当課 

必要なもの 

・印鑑 

・写真１枚 

（縦 4cm×横 3cm） 

判定機関 

[18歳未満] 

・子ども家庭センター 

 

[18歳以上] 

・障がい者自立相談 

支援センタ－ 

大阪府で審査 

手帳交付 

居住地の福祉事

務所又は町村障

がい福祉担当課 

本人へ 

 

・障がい基礎年金      ・特別障がい給付金         ・障がい者扶養共済制度 

・特別障がい者手当     ・障がい児福祉手当         ・特別児童扶養手当 

・生活福祉資金貸付    ・各種公共施設の入場料割引き  ・交通運賃の割引等 

・税の減免          ・公共住宅（福祉住宅）への入居 

・携帯電話料金の割引   ・ＮＴＴの無料番号案内（ふれあい案内） 

・重度障がい者在宅生活応援制度 

・NHK放送受信料の減免（重度の知的障がい者のいる市町村民税非課税世帯） 
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（２）障がい者総合支援制度によるサービス体系の紹介 

 

 

  

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

※自立支援医療のうち精神通院医療の実施主体は都道府県等 

H30大阪府 福祉のてびきより 

 
 

 

☆平成 25 年 4 月に障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律（障害者総合支援法）が

施行されました。 
 
 

 

☆これらのサービスを利用するためには、市町村へ申請手続きを行い、障害支援区分の認定（介護給付のみ）、
支給決定を受けた上で、指定事業者・施設との契約や指定医療機関での受診を行って頂くことになります。 

 

 

 

介護給付 

自立支援給付 

※自立支援医療のうち 

精神通院医療の実施主体は都道府県 

及び指定都市 

 

・居宅介護（ホームヘルプ）  
・重度訪問介護  
・同行援護   
・行動援護  
・療養介護  
・生活介護 
・短期入所   
・重度障がい者等包括支援 
・施設入所支援 
 
 

・自立訓練（機能訓練 ・ 生活訓練） 
・就労移行支援 
・就労継続支援（A 型、B 型） 
・就労定着支援 
・自立生活援助 
・共同生活援助（グループホーム） 
 

・相談支援 ・意思疎通支援  

・日常生活用具 ・移動支援 

・地域活動支援センター ・福祉ホーム 等 

・広域支援 ・人材育成 等 

地域相談支援給

付 

 

 

・地域移行支援  
・地域定着支援 

補装具 

 障がい者 

 (児) 

 

訓練等給付 

・更生医療 
・育成医療 
・精神通院医療 

自立支援医療
等 

計画相談支援給

付 ・サービス利用支援  
・継続サービス利用支援 

市町村 

 

支援 

・発達障害児者地域生活支援 

・障害者虐待防止対策 

・成年後見制度普及啓発 等 

 

・心のバリアフリーの推進  等 

地域生活支援促進事業 

 

都道府県 

 

地域生活支援事業 

 

地域生活支援事業等 
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（３）障がい福祉サービス利用までの流れ  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

H30大阪府 福祉のてびきより 

 市町村（または市町村の委託を受けた相談支援事業者）にサービス利
用についてご相談いただき、市町村に申請します。 
 市町村は、利用者にサービス等利用計画案提出を依頼します。 

 市町村に申請すると生活や障がいの状況についての面接調査を行う
ため、市町村や相談支援事業者の職員(認定調査員)が聞き取り調査に伺
います。 

③ 審査・認定 
 調査の結果をもとに、市町村の審査会によって検討したうえで、障が
い支援区分（心身の状況に応じた標準的な支援の度合）が決まります。 

④ 決定通知 

⑤ ｻｰﾋﾞｽ利用 

 障がい支援区分の認定のあと、生活環境やサービスの利用意向などを
聞き取り、提出されたサービス等利用計画案の内容も参考にして、市町
村がサービスの量と１か月あたりの利用者負担限度額を決定して、受給
者証を交付します。（サービスの利用意向等の聞き取りは、面接調査と
同時に行うことがあります。） 

 利用者は、特定相談支援事業者が作成するサービス等利用計画に基づ
き、指定事業者・施設の中からサービスを受ける事業者を選択して、サ
ービスの利用申し込みや契約を行います。サービスを利用したときは、
利用者負担額を指定事業者・施設に支払います。 

 市町村はサービスを提供した事業者に対して国民健康保険団体連合
会を通じて介護給付費等を支払います。 

② 調   査 

⑥  介護給付費
の支払い 

① 相談・申請 

※市町村の介護給付費等の支給決定に不服があるときは、大阪府知事に
対して審査請求することができます。その際には、利用者または関係者
の方から意見等を聴取することがあります。 

 

 

 

※ やむを得ない事由により、市町村が「措置」によるサービスの
提供や施設への入所を決定する場合があります。 

市 町 村 

市町村審査会 

利 用 者 指定事業者･施設 

大阪府 

⑤ サービス利用 

④ 決定通知 
審

査

請

求 

① 相談・申請 
⑥ 介護給付費等の支払い 

③ 審査・認定 

② 調査 
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（４）障がい支援区分の認定と支給決定の仕組み 

 
H30大阪府 福祉のてびきより 

 

 

 

 

 

 

相談・申し込み（相談支援事業者・市町村） 

利  用  申  請 (市町村) 

介護給付では区
分１～６の認定
が行われます 

介護給付等を 

希望する場合 
訓練等給付を

希望する場合 

サービス等利用計画案の提出依頼 

障がい支援区分認定調査 

障がい支援区分の一次判定（市町村） 

二次判定（審査会） 

障がい支援区分の認定（市町村） 

勘案事項調査（市町村：地域生活・就労・日中活動・介護者等） 

障がい保健福祉
をよく知る委員
で構成されます 
 

サ ー ビ ス 利 用 の 意 向 聴 取 

サ ー ビ ス 等 利 用 計 画 案 の 提 出 

支     給     決     定 

暫定支給決定（市町村） 

訓練・就労評価項目⇒個別支援計画 

審査会の 
意見聴取 

医
師
意
見
書 

障がい者の標準な支援の

度合いを判定するため 80

項目の調査を行います 
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（５）主なサービスの概要 

自立支援給付関係 

 

介

護

給

付 

居宅介護 

（ ホ ー ム ヘ ル

プ） 

入浴、排せつ、食事の介護など 

居宅での生活全般にわたる援助の提供 

重度訪問介護 重度の肢体不自由の方または、知的障がいもしくは精神障がいによ

り行動上著しい困難がある方に対する居宅での入浴、排せつ、食事

介護のほか、外出の際の移動中の介護など総合的な支援を提供 

同行援護 視覚障がいによって移動に著しい困難がある方に対して、外出の際

に、必要な情報の提供や移動の援護、その他必要な援助を提供 

行動援護 

 

知的障がいまたは精神障がいによって行動上著しい困難がある方に

対して、行動する際に生じる危険を回避するために必要な援護や外

出の際の移動中の介護その他必要な援助の提供 

療養介護 医療が必要な方に対して、病院などで日中に行われる機能訓練、療

養上の管理、看護、医学的管理の下での介護や日常生活上の援助

の提供 

生活介護 障がい者支援施設などの施設で日中に行われる入浴、排せつ、食事

の介護や創作的活動、生産活動の機会等を提供 

短期入所 

（ショートステイ） 

介護する方の病気などによって短期間の入所が必要な方に入浴、排

せつ、食事の介護等必要な支援を提供 

重度障がい者

等包括支援 

常に介護が必要な方に対して、居宅介護その他複数のサービスを包

括的に提供 

施設入所支援 施設に入所する方に対して、夜間に行われる入浴、排せつ、食事の

介護等必要な支援の提供 

 

訓

練

給

付 

自立訓練 自立した日常生活や社会生活を営むため、身体機能や生活能力の

向上・維持のために必要な訓練、支援の提供 

就労移行支援 就労を希望する方に対して、生産活動などの機会の提供、就労に必

要な知識や能力向上のために必要な訓練の提供 

就労継続支援 
（A型・B型） 

企業等に就職することが困難な方等に対して、就労、生産活動など

の機会の提供、知識や能力向上のために必要な訓練を提供 

共同生活支援 

(グループホー

ム) 

地域における共同生活住居において、相談、入浴、排せつまたは 

食事の介護その他日常生活上の援助を提供 

 

地域相談支援給付 

地域移行支援 

施設等に入所している方に対して、住居の確保その他地域における

生活に移行するための活動に関する相談その他の必要な支援を提

供 

 

地域定着支援 

居宅において単身等で生活する方に対して、常時の連絡体制を確

保、緊急の事態等における相談その他必要な支援を提供 

 

計画相談支援給付 

計画相談支援 

（サービス利用支援、継

続サービス利用支援） 

障がい福祉サービス等の申請時及び支給決定時に、利用する障が

い福祉サービス等の種類や内容等を定めたサービス等利用計画案

及びサービス等利用計画を作成する。支給決定後、モニタリング期

間ごとにサービス等利用計画の見直しを行う 

H30大阪府 福祉のてびきより 

ホームヘルプサービス 

ホームヘルパーが家に来

て、掃除や洗濯、食事の用

意などを手伝ってくれます。

例えば、調理を通してクッ

キー作りをするなど、生活

支援のために活用するだけ

でなく、余暇活動に広げて

みるのもおもしろい活用の

方法ではないでしょうか。 

ガイドヘルプサービス 

用事があって一人で外出し

たいときに手伝ってくれま

す。買い物に行ったり、映

画を見たり 

と多様な活用が 

できます。 

放課後等デイサービス 

就学中の障がい児に、放課後や夏休

みなどに、生活能力の向上のために

必要な訓練などが受けられます。 

ショートステイ 

家庭の急な都合で、家では

独りでいられない場合、施

設を利用することができる

サービスです。本人の生活

習慣の形成に利用したり、

自立に向けた取り組みのワ

ンステップとして利用した

り、あるいは、親子関係再構

築の一つの手段としても 

利用することが 

できます。 

グループホーム 

世話人の助けを 

受けながら、 

少人数の仲間と一緒に暮ら

す家です。利用者は、日中

仕事に行ったり、障がい福

祉サービス事業所に通った

りしています。 

 

http://3.bp.blogspot.com/-rPhmRuI4mXo/UnIDOXl2fMI/AAAAAAAAZ4E/cAYxVMOIje4/s800/syufu_otetsudai.png
http://2.bp.blogspot.com/-FktdW0v4ZbQ/UpGGej6W8cI/AAAAAAAAa6I/GDOqWihHdvg/s800/train_people.png
http://3.bp.blogspot.com/-1YJXrS6flxs/UO1DqxcBkRI/AAAAAAAAKfU/0XIgXMQU0T0/s1600/sentaku_mother.png
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（６）サービス利用の Q&A  ・・・よくある質問にお答えします。 

 

 

 

A1  サービスの申請は、市町村の障害福祉担当窓口で行います。 

 

 

 

   A2  福祉サービスを利用する場合は、必ず申請手続きが必要です。居住地にある相談支援事業所で、 

「サービス等利用計画（案）」を作成してもらい、居住地の市役所・町役場の障害福祉担当課に行きま 

す。「どんなサービスを提供してほしいか」を「サービス等利用計画（案）」に基づいて申し出て、福祉 

サービスの申請をしてください。 

 

 

 

   A3  ①相談・申し込みに行きます。サービス等利用計画を持参します。 

      ②利用申請  

         利用するサービスによっても違いますが、サービスを利用するにあたって、利用者の障害支援区 

分を決めるために、チェックリストを使って、どれだけの支援が必要なのかなどの聞き取り調査があ 

ります。 

         ③事業所との契約 

         受給者証を受け取ったあと、その受給者証を提示して、直接事業所と利用契約を結び、サービス 

を受けます。サービス利用については、決められたサービス利用負担額を事業所に支払います。 

 

 

 

   A4  障害者総合支援法では、必要とするサービスひとつひとつについて、受給申請をしますので、2つ以 

上のサービスを同時に申請することができます。 

 

A くんの夏休みのある１週間 

 午前 午後 

8月 1日 （月）  ホームヘルプでおやつ作り 

8月 2日 （火） Ａ施設で放課後等デイサービス 

8月 3日 （水）  家族と一緒に買い物 

8月 4日 （木） Ｂ施設でのショートステイ 

        ↓ 
8月 5日 （金） 

8月 6日 （土） Ｃ事業所のガイドヘルパーと映画 

8月 7日 （日） 地域のサマースクール（プール）  

☆本人の様子に応じて、サービスを組み合わせることができます。 

 

 

 

Q2 福祉サービスを利用する場合、まず何をしたらよいでしょうか？ 

Q3 受給者証は、どのように発行されるのですか？ 

Q4 同時に 2つ以上のサービスを受給申請できるのですか？ 

Q1 福祉サービス申請の窓口はどこですか？ 

http://3.bp.blogspot.com/-rPhmRuI4mXo/UnIDOXl2fMI/AAAAAAAAZ4E/cAYxVMOIje4/s800/syufu_otetsudai.png
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（７）日常生活のことで相談できるところは？ 

☆日常生活に関わる福祉サービスの活用の相談や申請手続き、よろず相談等  

〈市町福祉機関〉 

相談機関名 住 所 電話番号 

岸和田市役所 
障害者支援課  

サービス担当 
岸和田市岸城町７－１ ４２３－９４６９ 

貝塚市役所 障害福祉課 貝塚市畠中１－１０－１ ４２３－２１５１ 

泉佐野市役所 地域調整推進課(H31.4～) 

障害福祉総務課(～H31.3) 

泉佐野市市場東１－２９５－３ ４６３－１２１２ 

熊取町役場 福祉課 熊取町野田１－１－１ ４５２－１００１ 
 

〈基幹相談支援センター〉 

岸和田市障害者基幹相談支援センター 

（岸和田市役所障害者支援課内） 
岸和田市岸城町７－１ ４４７－６０７８ 

貝塚市障害者基幹相談支援センター 貝塚市畠中１－１８－８ ４８８－７７７０ 

泉佐野市・田尻町 

基幹相談支援センターあいと 

泉佐野市中庄１１０２ 

社会福祉センター１階 

４６４－３８３０ 

 ・いろいろな相談の窓口…障がい福祉サービスのこと、生活やお金の悩みごとなどの相談ができます。 

 ・地域生活の応援…障がいのある方が地域で生活するために必要な情報を提供します。 

 ・障がい者の権利を守ります…障がいのある方の権利が守られるように相談ができ、虐待防止や成年後見制

度利用の支援を行います。 

 

☆日常生活支援、子育てについての相談、療育手帳の申請や更新について（１８歳未満） 

〈大阪府関係〉 

大阪府岸和田子ども家庭センター 岸和田市宮前町７－３０ ４４５－３９７７ 

 

☆日常生活支援、子育てについての相談、療育手帳の申請や更新について（１８歳以上） 

〈大阪府関係〉 

障がい者自立相談支援センター 大阪市住吉区大領３－２－３６ 

障がい者医療・リハビリテーション内 

０６－６６９２ 

   －５２６３ 

 

 

☆福祉サービスの利用調整や援助などの総合的な相談・支援 

〈市町村相談支援機関〉 

相談室きしわだ   （障がい児･者） 岸和田市土生町２－９－１０－１０３ ４３３－７００７ 

相談センター社協のだ （障がい児・者） 岸和田市野田町１－５－５ ４３７－８８５４ 

こどもデイケアいずみ（障がい児・者） 

（貝塚市障害者生活相談支援センターいずみ） 

貝塚市東山２－１－１ ４２１－３０００ 

相談室わらいと   （障がい児･者） 熊取町朝代東４－２２－１２ ４５３－５９１７ 

相談支援センターやさか（障がい児･者） 熊取町大久保南３－１３８０－３ ４５２－７０３０ 
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〈成年後見制度についての相談機関〉 

 成年後見制度：認知症、知的障がい、精神障がいなどによって、物事を判断する能力が十分でない方の権利 

と財産を守り、支える制度のこと。 

 

 ・福祉サービスの利用援助 ・日常的金銭管理サービス 

・通帳や証書類、印鑑等の預かりサービス 

大阪後見支援センター 

あいあいねっと 

大阪市中央区谷町７－４－１５ ０６－６７６４ 

－７７６０ 

 

居住地（市町村）の社会福祉協議会 

岸和田市社会福祉協議会 岸和田市野田町１－５－５ 

市立福祉総合センター内 

４３７－８８５４ 

貝塚市社会福祉協議会 貝塚市畠中１－１８－８ 

  保健・福祉合同庁舎内 

４３９－０２９４ 

泉佐野市社会福祉協議会 泉佐野市中庄１１０２ 

  市立社会福祉センター内 

４６４－２２５９ 

熊取町社会福祉協議会 熊取町野田１－１－８ 

  熊取ふれあいセンター内 

４５２－６００１ 

 

 

 

 

（８）障害基礎年金はどのように申請するのでしょう？ 

 

 ２０歳になると、障害基礎年金の申請ができます。２０歳の誕生日を迎えられたらさっそく、市町村の国民年金

担当の方にお伺いください。（３か月以内の申請ならば誕生月にさかもどって支給されます。３か月以降でしたら

申請した時からです。） 

詳しくは国民年金担当へお尋ねください。 

 

等級 年金額 支給月 

１級 月額約８万円 ２,４,６,８,１０,１２月の６回 

２級 月額約６万円 ２,４,６,８,１０,１２月の６回 

 子の加算額は、第１子および第２子については、一人につき年額役２０万円で、第３子以降については、一人に

つき年額７万円です。 

 

年金の申請で必要なもの ・印鑑 

・年金手帳 

・所定の診断書と申立て書 

・戸籍謄本 

・住民票世帯全部写し 

 

・療育手帳および身体障害者手帳 

（取得者のみ） 

 

・その他にも必要な書類がありますの

で、詳しくは国民年金課の窓口まで

お問い合わせください。 

年金の申請場所 居住地の市役所、町役場の国民年金課 

 

                                                          H30.4 日本年金機構ホームページより 
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４ 高等部卒業後の支援について（アフターケアの取り組み） 

 

 卒業生に対しての相談支援を行っています。佐野支援学校本校・砂川校の卒業生と保護者が校友会に属しま

す。砂川校は泉南支援学校になりましたが、卒業後の支援について協力して取り組んでいきます。 

  

（１）進路先への移行支援について  

  ☆卒業後の進路先へのスムーズな移行をねらいとして、ひとりひとりの支援に応じた内容を進路先に伝えて 

います。 

 

    

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

                              ここをしっかり理解しあって 

おくことが 大切です。 

                                    

    

 

 

 

 

 

 

 

 

                             具体的な支援内容を伝える 

                            （移行支援） 

 

    ☆進路先への移行支援の内容は、高等部３年生の２学期から具体的に作成していきますが、高等部１、２ 

年生の時から卒業後の支援を念頭に置いて、学校と家庭が協力して支援の内容を考えて行きます。 

 

 

 

   ☆相談支援機関を作っていこう！ 

 

                   ⇒ 

                    

 

「進路先への移行支援の方法」 

・個別の教育支援計画をもとに支援内容を具体的に伝えていきます。 

・進路先を訪問し、引き継ぎ会をします。（進路先が学校に来る場合もあります。） 

・在学中から地域での相談支援機関を作っていきます。 

・移行支援の内容は保護者と一緒に考えていきます。 

なにを伝えよう

かな【学校】 
どうやって支援をし

ていこうかな 

【進路先】 

本人の悩み 

保護者の悩み 

相談できるところ（人）

をみつける 

家族 友達 

福祉機関 

学校の先生 

進路先担当

者 
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（２）卒業生の支援について 

 支援内容 

 

新規卒業生の移行支援 卒業後の進路先に出向いて、本人の様子や移行期の引き継ぎ、支

援内容についての話をします。 

 

職場定着支援 再就職をした卒業生を対象に、職場に定着するまでの間の支援を行

います。必要に応じて、ジョブコーチの派遣も依頼しています。 

 

日常生活支援 日常生活全般についての相談を受けています。必要に応じて、地域

生活支援センター、地域相談支援事業所、市町障害福祉課等と連

携した支援を行っています。 

 

余暇活動の支援 校友会活動に対する支援 

 

 

 

 

 

 

 

（３）校友会について 

 

 

 

校友会は、いつまでも手を携えて、よりよい人生を送れるこ

とを願って発足しました。卒業生とその保護者をもって組織

し、会員相互の連携、親睦を図っています。校友会だよりを

送付し、ゲーム大会、校友会総会、クリスマス会、成人を祝う

会等を行っています。 

また、いきいきサークルや岸和田市にあるハンバーガー店

で卒業生の集い等も行っています。 

会の運営は、会費制で行っています。 
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進路のてびきの作成については、下記の資料を参考にしました。 

 

・大阪府福祉のてびき（平成３０年度版）…大阪府福祉部障がい福祉室発行 

・年金について（平成３０年４月更新）…日本年金機構 


